
政
令
第
三
百
七
十
六
号

輸
出
貿
易
管
理
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
四
十
八
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び

に
第
六
十
九
条
の
五
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

輸
出
貿
易
管
理
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
三
百
七
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
中
「
三
〇
及
び
三
三
の
項
」
を
「
三
〇
の
項
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
第
二
号
ホ
」
の
下
に
「
及
び
へ
」
を
加
え
る
。

附
則
第
三
項
中
「
、
三
三
」
を
削
る
。

別
表
第
一
の
三
の
二
の
項
（
二
）
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ペ
プ
チ
ド
の
合
成
を
行
う
た
め
の
装
置

10

別
表
第
一
の
五
の
項
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（
二
十
）

ほ
ぼ
等
し
い
割
合
の
複
数
の
元
素
で
構
成
さ
れ
た
合
金
の
粉
又
は
耐
火
性
の
あ

る
金
属
の
粉
（
二
及
び
四
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
若
し
く
は
そ
の
合



金
の
粉
（
二
及
び
四
の
項
の
中
欄
並
び
に
（
五
）
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

別
表
第
一
の
七
の
項
（
十
）
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（
十
の
二
）

フ
ィ
ー
ル
ド
プ
ロ
グ
ラ
マ
ブ
ル
ロ
ジ
ッ
ク
デ
バ
イ
ス
を
組
み
込
ん
だ
モ

ジ
ュ
ー
ル
、
組
立
品
又
は
装
置

別
表
第
二
の
三
三
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三
三

削
除

別
表
第
七
の
二
の
項
中
「
一
九
及
び
三
三
の
項
」
を
「
一
九
の
項
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定

は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
改
正
規
定
及
び
次
項
の
規
定

公
布
の
日
の
翌
日

二

第
二
条
第
二
項
の
改
正
規
定
、
附
則
第
三
項
の
改
正
規
定
、
別
表
第
二
の
改
正
規
定
及
び
別
表
第
七
の
改
正
規
定

令



和
七
年
十
二
月
一
日

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。



理

由

国
際
的
な
平
和
及
び
安
全
の
維
持
の
た
め
、
ペ
プ
チ
ド
の
合
成
を
行
う
た
め
の
装
置
等
に
つ
い
て
経
済
産
業
大
臣
の
許
可
を

要
す
る
特
定
の
種
類
の
貨
物
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
と
す
る
等
の
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。




